
令和元年 9 月 

かつらぎ町指定給水装置工事事業者 各位 

 

給水装置工事申込及び施工時の留意点について 

 

 平素は本町上下水道事業について、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記の件について、以前から周知しておりますが、再度お知らせしますので、給水装置

工事申込及び施工の際には、下記を遵守し、確認・徹底をよろしくお願いいたします。 

 なお、その他については従前とおりです。不明な点等ありましたら下記までご連絡ください。 

 

記 

 

【給水装置工事申込及び施工時の留意点】 

① 工事着手までに、加入分担金及び設計審査・竣工検査手数料を納付してください。 

② 家屋の建替、増築等で給水装置を改造する場合、給水装置工事申込が必要です。なお、様々

なケースが考えられますので、必ず事前協議をお願いします。 

③ 地下埋設物（ＮＴＴ、関電、埋設文化財等）について、必要に応じ、事前に関係機関と協議

してください。 

④ 給水装置工事申込書添付の平面図には、管種・管径・管の長さを明記してください。 

⑤ 本管の分水工事時には上下水道課職員の立会が必要です。事前に分水工事の連絡をお願いし

ます。（サドルの開閉確認、残留塩素確認等） 

⑥ 側溝に給水管を施工する場合、さや管に通してください。 

⑦ 分譲地等で、給水管のみ施工されている場合（権利無の場合）、給水管の管理は、土地所有

者、又は分譲地施工業者となります。なお、給水装置工事時に断水機を使用する場合は、断

水機使用部分をＭＣジョイントで保護し、完成届提出時に写真を添付してください。 

⑧ メーターボックス内伸縮継手の伸縮止（白いプラスチック）は外さないでください。 

⑨ 止水栓ボックス及びメーターボックス付近には構築物（塀、植栽等含む）を設置しないで、

作業スペース（周囲おおむね 50 ㎝程度）を確保してください。また、完成検査後に外構工

事を施工する場合、施工主にその旨お伝えください。 

⑩ 完成検査前にメーターを設置し、水道水を利用する場合、水道使用者は実際に使用する方（建

築業者、かつらぎ町指定給水装置工事事業者等）となります。完成検査合格後、異動届にて

水道使用者を施工主に変更させていただきます。 

⑪ 完成検査時、埋設され確認できない配管について、完成届提出時に配管位置が分かる写真を

添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

649-7174 

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐野 1332-2 

かつらぎ町役場 上下水道課 工務係 

電話 0736-22-6566 ＦＡＸ 0736-22-3945 

suido-komu@town.katsuragi.wakayama.jp 


